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熱中症による死亡災害は、年々増加傾向にあり、その

ほとんどが初期症状の放置・対応の遅れといわれていま

す。熱中症のおそれのある者の早期発見、迅速・適切な

対処を行うことで熱中症の重篤化を防止することができ

ます。また、令和７年６月１日より労働安全衛生規則の

一部が改正され、事業所における熱中症対策が義務化さ

れました。シルバー人材センターでも同様に安全配慮義

務の観点から【報告体制の整備】と【重篤化を防止する

ための措置】について今後も強化してまいります。                                                                                                                            

１人での就業は避け、いつもと違う身体の違和感を抱

いたら、まずは熱中症を疑い、すぐに周囲の人に申し出

て、迅速・適切な対処を行うよう意識して就業に努めま

しょう。 

 

安全・適正就業 

 

①猛暑日予報（最高気温３５℃を超える日）、または熱

中症警戒アラートが発表された場合の作業は、正午まで

とし、正午以降の作業は自粛すること。              

②原則として、７月・８月の作業は正午までとし、正午

以降の作業は自粛すること。９月においても高温が予想

されると事務局が判断した場合も同様とする。                         

（※安全就業基準（炎天下での作業）より） 

「令和７年６月１日に              

労働安全衛生規則が一部改正されました」 

就業時間は、１日あたり、８時間を超えない範囲

となります。※複数人での就業の場合も同様です。 

 【夏季就業について】              

】 



 シルバー通信 令和７年６月発行 １２８号 

最新情報満載のホームページを是非ご覧ください。 https://www.toride-sjc.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

【就業会員募集中】 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：令和７年７月２３日（水） 

午前１０：００～午後３：００まで 

【３０分程度個別に行います。】 

場 所：シルバー人材センター事務所 

申込み：事前予約制（電話受付可） 

 

※上記以外でも、常時受付をしておりますので 

ご相談ください。 

※７月２９日(火)就業交替説明会を行います。 

 案内を同封していますので、ご確認ください。 

 

 

 

▸令和７年度定時総会通知 

▸出席確認届・委任状・書面議決書 

▸令和７年度定時総会議案書 

▸定時総会質問票 

▸封筒（返信用） 

▸シルバー通信１２８号 

▸継続就業先の就業会員募集について 

（ご案内） 

▸熱中症予防のために 

 

配分金入金日について 

６月１６日（月）  ７月１５日（火） 

８月１５日（金） ９月１６日（火） 

事 務 局 か ら の お 知 ら せ 

今回同封したもの 

お仕事トピックス 就業相談を実施します 

■草刈 ■植木 ■除草      

■清掃 ■集草 ■洗車  

①請負就業の場合 

▸４月・５月・６月に配分金が 2,000 円以上ある方は、

ゆうちょ銀行への配分金振込時に会費分が差し引かれま

す。 

▸配分金明細書の控除欄に会費の 2,000 円が記載され、差

引支払額及び個人合計額欄には、会費分が差し引かれた金

額が記載されております。ご確認ください。 

※（通帳記帳時には、会費が差し引かれた後の金額が印字されま

すのでご了承ください。） 

 

 

②派遣・有料職業紹介就業の場合 

▸金融機関での自動引き落とし対応

ができておりません。事務局窓口

で現金による納入をお願いいたし

ます。 

 

 

③就業していない場合 

▸事務局窓口で現金による納入をお

願いいたします。 

 

＜会費は毎年１回６月末日までに納入することになっております。＞ 

 

各支払日の午後、ゆうちょ銀行指定口座へ   

入金します。配分金の支払い日以降に明細書を  

事務局にてお渡しできます。お申し出ください。 

就業会員が不足し、受注を中止したり、待ち

時間を多くいただいている状況です。 

新たにお仕事始めてみませんか？ 

経験者が教えます！初めての方も、ぜひ見学
や体験をしてみてください。 

 


